
第４１回原子力委員会定例会議議事録 

 

１．日 時  平成３０年１１月２７日（火）１３：３０～１５：００ 

 

２．場 所  中央合同庁舎第８号館４階４１６会議室 

 

３．出席者  内閣府原子力委員会 

        岡委員長、佐野委員、中西委員 

       内閣府原子力政策担当室 

        笠谷参事官補佐 

 

       原子力規制庁 

        岩田安全管理調査官（審査担当） 

        柏木安全審査官 

 

       キヤノングローバル戦略研究所 

        上席研究員 杉山 大志氏 

 

４．議 題 

 （１）関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可（１号、２号、３号及び４

号発電用原子炉施設の変更）について（諮問）（原子力規制庁） 

 （２）四国電力株式会社伊方発電所の発電用原子炉設置変更許可（３号発電用原子炉施設の

変更）について（諮問）（原子力規制庁） 

 （３）地球温暖化に日本はどのような戦略で取り組めば良いか？（キヤノングローバル戦略

研究所 杉山 大志氏） 

 （４）その他 

 

５．配布資料 

（１－１）関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉の設置変更許可（１号、２号、３号及

び４号発電用原子炉施設の変更）に関する意見の聴取について 

（１－２）関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請（１号、２号、３号
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及び４号発電用原子炉施設の変更）の概要について 

（２－１）四国電力株式会社伊方発電所の発電用原子炉の設置変更許可（３号発電用原子炉施

設の変更）に関する意見の聴取について 

（２－２）四国電力株式会社伊方発電所の発電用原子炉設置変更許可申請（３号原子炉施設の

変更）の概要について 

（ ３ ）地球温暖化に日本はどのような戦略で取り組めば良いか？ 

参考資料 

（ １ ）原子炉等規制法の規則の改正に伴う原子炉設置変更許可申請の概要 

 

６．審議事項 

（岡委員長）それでは、時間になりましたので、ただいまから第４１回原子力委員会を開催い

たします。 

  本日の議題は、一つ目が関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可（１号、

２号、３号及び４号発電用原子炉施設の変更）について（諮問）、二つ目が四国電力株式会

社伊方発電所の発電用原子炉設置変更許可（３号発電用原子炉施設の変更）について（諮

問）、三つ目が地球温暖化に日本はどのような戦略で取り組めば良いか？（キヤノングロー

バル戦略研究所杉山大志さん）、四つ目がその他です。 

  本日の会議は１５時を目途に進行させていただきます。 

  それでは、事務局から説明をお願いします。 

（笠谷参事官補佐）一つ目の議題は、関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設置変更許

可（１号、２号、３号及び４号発電用原子炉施設の変更）についての諮問でございます。本

日は、原子力規制庁より岩田安全管理調査官、柏木安全審査官にお越しいただいております。 

  それでは、規制庁の方より説明をお願いいたします。 

（岩田調査官）規制庁の岩田でございます。そうしましたら、まず資料１に基づきまして、説

明をさせていただきます。 

  本件、関西電力株式会社高浜発電所の設置変更許可に関する件でございます。変更の内容

について、まず、資料１－２に基づきまして説明をさせていただきます。 

  裏面の（４）変更の理由のところを御覧いただければと存じます。本件、いずれも規則改

正に伴うバックフィット案件といわれるものでございます。 

  まず、イ、一つ目でございますけれども、柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号の新規制基
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準への適合性審査を通じて得られた技術的知見の反映に関するものでございます。ロといた

しまして、２点目でございますけれども、内部溢水による管理区域外への漏えいの防止に関

連する記載事項の一部を、規則の条文と整合した記載に変更するというものでございます。 

  具体的には、別途お配りしております参考資料１を御覧いただけますでしょうか。まず、

イ、柏崎刈羽の知見反映でございますけれども、これにつきましては、この資料の下半分、

中央制御室の居住性を確保するための対策の概要というところがございますけれども、これ

に対応するものでございます。実際には、これに加えて格納容器、代替循環冷却系に関する

件と事故時に使用済み燃料プールから発生する水蒸気による悪影響防止という件がございま

したけれども、本日はその３件のうちの１件、中央制御室の居住性を確保するための対策の

概要というところで少し概要を説明させていただきます。 

  これにつきましては、二つ目のパラグラフを御覧いただきますと、新規制基準適合性審査

において、今回の規則改正の前から既にアニュラス空気再循環設備を考慮した設計をしてご

ざいます。 

  具体的なイメージといたしましては、下の絵を御覧いただければと存じます。事故時に放

射性物質が炉心損傷に伴って発生するわけでございますけれども、これをアニュラス部から

赤枠で囲っている再循環設備やフィルターを通して放射性物質を低減することによって、そ

の右側にある中央制御室への被ばく低減をする設備でございます。こういったことを、柏崎

刈羽の知見を反映して、規則において求めたものでございます。 

  ただ、先ほど申しましたほかの２件につきましても、いずれも既許可の申請において、対

策が図られておるものでございまして、今回の変更に伴って、申請書の設計方針の記載事項

を変更するものであって、工事を伴うものではないというものでございました。 

  再度資料１－１にお戻りいただきますと、本件につきましては、記載の内容にございます

とおりでございますが、平成３０年６月１１日付に申請があったものでございまして、炉規

法の第４３条の３の６第１項各号のいずれにも適合していると判断したものでございまして、

貴委員会の御意見をお伺いするものでございます。 

  裏面を御覧いただきますと、基準への適合性についてのポイントが記載してございます。

大きく４点ございます。まず、１点目といたしましては、今回の変更に伴って使用の目的を

変更するものでないということ。２点目といたしましては、使用済み燃料については再処理

等拠出金法に基づく国内再処理事業者において再処理を行うということを原則としておりま

すけれども、再処理までの期間については適切に貯蔵・管理するという方針に変更はないこ
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と。３点目といたしましては、海外において再処理が行われる場合には、我が国が原子力の

平和利用に関する協力のための協定を締結している国の再処理事業者において実施すること。

更に、得られたプルトニウムは国内に持ち帰ること。更に海外に移転しようとするときは、

政府の承認を受けるという方針に変更がないことでございます。最後の４点目でございます

けれども、上記以外のこれまで御説明した内容以外の取扱いを必要とする場合には、１、２

号については平成２８年４月２０日付の許可、３、４号については平成２７年２月１２日付

の許可の方針に変更がないこと。具体的に申し上げると、こういった場合には政府の承認又

は確認を受けるという方針でございますけれども、これに変更がないということを確認して

ございます。 

  以上のことから、今回の変更に伴って、平和の目的利用以外に利用されるおそれがないも

のと認められると判断しているところでございます。 

  簡単ではございますが、説明は以上でございます。 

（岡委員長）ありがとうございます。 

  それでは質疑を行います。佐野委員からお願いします。 

（佐野委員）御説明ありがとうございます。この別紙にあるとおり、４点について変更するも

のではないということですので、基本的に平和の目的以外に利用されるおそれがないと考え

ます。 

  なお、質問があるのですが、この柏崎刈羽から得られた知見といいますか、教訓、これは

新規制基準にオントップしてそれも今後検討の基準にするということでしょうか。 

（岩田調査官）規制庁岩田でございます。 

  新規制基準においては、明確な規制というのはなかったというものでございますが、例示

的に御説明をいたしました中央制御室の件につきましても、作業者の被ばく低減という観点

で、こういった設備を使うということを、評価上はしていたものでございます。 

  ただ一方で、今回規則を明確化するという観点で、具体的にこういう要求が追加されたと

いうものでございまして、確認した結果、新規制基準適合性審査の中で既に対策済みという

ことでございましたので、追加はされておるのですけれども、対策は必要なかったというも

のでございます。 

  あと、先ほど説明は省きましたが、その上の参考資料を見ていただきますと、内部溢水に

ついてというものもございますけれども、実は福島第二から、地震によって使用済み燃料プ

ールから水がこぼれて、非管理区域に向かってしまったというものなのですけれども、これ
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は規則上は例えば容器や配管に限ったということでございましたけれども、これは当然のこ

とながら、事業者としてはそれ以外のものについても既に考慮済みでございましたので、本

件についても対策というものが既にとられていて、規則の改正に伴う新たな対策というのは

必要なかったというものでございます。 

（佐野委員）そうしますと、将来、新規制基準の見直しの際、若干具体性を持たせるというこ

となんでしょうかね。 

（岩田調査官）規制庁岩田でございます。 

  今回の改正によって、規則上は明確に要求されておりますので、これ以上また新たな知見

が、別の知見が得られて必要なものがあれば、また適宜そういったものを要求していくとい

うことになろうかと考えてございます。 

（佐野委員）ありがとうございます。 

（岡委員長）中西委員、いかがでしょうか。 

（中西委員）私も平和目的に変更はないということで、特に異存といいますか、意見はござい

ませんが、一つお伺いしたいのが、今回は二つの申請を一緒にしてお話を持ってこられたと

いうことでしょうか。 

（岩田調査官）規制庁の岩田でございます。 

  今回高浜の１、２、３、４につきましては、今先生から御指摘があったように、二つの案

件についての申請が出てございます。実は、後ほど議題の２の方で御説明させていただく伊

方の件についても、本件対象となっておりますけれども、それは別の申請で出ておりまして、

改めて御説明にまいる予定でございます。 

（中西委員）あともう一点、これは設計方針についてということで、まだ始まっていないとい

うことでしょうか。 

（岩田調査官）規制庁の岩田でございます。 

  設計方針に今回の規則改正に伴って必要なことを書くわけでございますけれども、先ほど

来御説明をさせていただいているように、対策というものは既に済んでございますので、あ

とは後段規制も含めて書類上の手続が必要になってまいりますけれども、具体的な工事等は

発生しないと、そういうものでございます。 

（中西委員）分かりました。どうもありがとうございました。 

（岡委員長）私の方も特に諮問されている点について意見ございません。どうもありがとうご

ざいました。 
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  それでは、議題１は以上です。 

  議題２について、事務局から説明をお願いします。 

（笠谷参事官補佐）続きまして、議題２の方は、四国電力株式会社伊方発電所の発電用原子炉

設置変更許可（３号発電用原子炉施設の変更）についての諮問でございます。 

  引き続き、原子力規制庁より御説明をお願いいたします。 

（岩田調査官）原子力規制庁の岩田でございます。 

  続きまして、資料２に基づきまして、説明をさせていただきたいと思います。 

  本件、御紹介ありましたとおり、四国電力株式会社伊方発電所の発電用原子炉施設の設置

変更許可に関する件でございます。こちらも変更の内容につきましては、資料２－２をおめ

くりいただきまして、（４）にございます。地震時の燃料被覆材の放射性物質の閉じ込め機

能の維持に係る設計方針を追加するというものでございます。 

  これも具体的には先ほどの参考資料の裏面を御覧いただきますと、地震時の燃料被覆管の

閉じ込め機能評価の概要というものがございます。本件、これに係る変更申請でございます。 

  具体的には、これまでの規則では、閉じ込め機能について明文化されていなかったという

こともあって、今回改めて地震時の燃料被覆材の放射性物質の閉じ込め機能を維持すること

ということが追加されたものでございます。 

  この絵を御覧いただきますと、この基準地震動というのが新規制基準の適合性審査に当た

って、新たに設けられた地震動でございます。旧指針に基づく地震動よりも相対的に大きく

なっているということがあって、明確に基準上で要求しようということで、基準地震動によ

る地震力が追加されたものでございます。 

  その他、設計で考慮しなければいけないのは、この四角の中の絵を見ていただきますと、

①、②、③というふうにございますけれども、①運転中の応力ですね。②については先ほど

申し上げた基準地震動による地震力。３番目といたしましては、異常な過渡変化時等に熱膨

張が加わりますので、そういった応力についても考慮しようということで、１次応力、２次

応力プラス地震力を考慮した結果、どういう設計になるのかということが求められているも

のでございます。 

  ただ、本件に関しましても、基本的にはこれまでの設計余裕の中で、十分考慮できるとい

うことでございまして、具体的な設計変更を伴わないという申請になってございます。した

がって、これまでの燃料被覆管そのものを使って評価したとしても、設計変更がいるという

ものではないというものでございますが、設計の方針として申請書に記載すると。先ほどと
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同じような内容でございますけれども、記載の変更ということになるものでございます。 

  資料２－１にお戻りいただきまして、本件につきましては平成３０年１月２６日付に申請

があったものでございますけれども、炉規法４３条の３の６第１項各号にいずれも適合して

いると認められるということで、貴委員会の御意見をお伺いするものでございます。 

  審査結果につきましては、４点ございますが、先ほどと同様でございますけれども、まず、

１点目といたしましては、使用の目的を変更するものではないことということ。２点目とい

たしまして、使用済み燃料については再処理等拠出金法に基づく国内再処理事業者において

再処理を行うことを原則といたしまして、再処理されるまでの間は適切に貯蔵・管理すると

いう方針に変更がないということ。３点目につきましては、海外において再処理が行われる

場合には、我が国が原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結している国の再処理

事業者によって実施するということと、得られるプルトニウムは国内に持ち帰るという方針。

また、得られたプルトニウムを海外に移転しようとするときは、政府の承認を受けるという

方針に変更がないということでございます。４点目、最後でございますけれども、上記以外

の取扱いを必要とする使用済み燃料が生じた場合には、平成２７年７月１５日付で許可を受

けた記載を適用するという方針に変更がないこと。この方針につきましては先ほど同様でご

ざいますけれども、政府の承認又は確認を受けるという方針でございます。これに変更がな

いということから、本変更が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと判断したもの

でございます。 

  以上でございます。 

（岡委員長）ありがとうございます。 

  それでは質疑をお願いします。佐野委員からお願いします。 

（佐野委員）御説明ありがとうございます。 

  これも別紙にある４点について、従来から変更はないということで、平和目的以外に利用

されるおそれがないと思います。ただ、これは柏崎刈羽からの知見ではなく、別の話だと思

いますが、申請の概要に、炉規法の規則が改正された結果、こういう事態になっていますと

ありますが、順序として、まず問題があり、それ以降改正があったんでしょうか。 

（岩田調査官）規制庁の岩田でございます。 

  先ほど少し触れさせていただきましたけれども、この規則改正というものは、燃料被覆材

の閉じ込め機能がもとの規則で明確に要求されていなかったということ。更には、新しい基

準になりまして、基準地震動による地震力というものが、相対的に旧基準の地震力よりも大
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きくなっているということから、相対的な安全裕度が小さくなっているといったことを踏ま

えたことであります。 

  したがって、その評価についても、きちんと精緻化をするという目的で、具体的に申し上

げますと、炉心内の燃料被覆材は基準地震動による地震力に対して、放射性物質の閉じ込め

機能が損なわれるおそれがないように設置しなければならないという要求事項が新たに追加

されてございます。こういった経緯を踏まえまして、今回申請があったものでございますけ

れども、先ほど申し上げたとおり、やはり相対的な安全度が基準地震動が大きくなっている

ことによって、小さくなっているということから、評価の精緻化を求めたというものでござ

います。 

（佐野委員）ありがとうございます。 

（岡委員長）中西委員、いかがでしょうか。 

（中西委員）どうも御説明ありがとうございました。 

  私も特に異存はございませんが、質問で、こういう実際の設計方針が示されたということ

は、これがひとつのスタンダードと考えてよろしいでしょうか。 

（岩田調査官）規制庁の岩田でございます。 

  そういう意味では、これまでの評価というものについては、必ずしも①、②、③このポン

チ絵で示したものでございますけれども、全てについて評価がなされておりませんでしたの

で、先ほど少し精緻化という言葉を使わせていただきましたけれども、それぞれ通常運転時

であったり、異常な過渡変化時であったり、基準地震動による地震力について想定されるも

のを全て考慮しなさいということで、今御指摘があったように、この方針こういったやり方

が一種のスタンダードになって、他事業者についても申請がなされると考えているところで

ございます。 

（中西委員）どうもありがとうございました。 

（岡委員長）私は特に質問ございません。 

  それでは、議題２は以上です。どうもありがとうございました。 

  次に議題３について、事務局から説明お願いします。 

（笠谷参事官補佐）議題３でございます。原子力委員会では、来年度も原子力白書の作成を予

定しておりますが、その作成に向け、様々な視点から有識者の方々にヒアリングを行ってい

きます。本日は地球温暖化に関しまして、日本の対応戦略はどのように取り組むべきかにつ

いて、キヤノングローバル戦略研究所上席研究員の杉山様に御出席いただいております。 
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  それでは杉山様、説明のほどお願いいたします。 

（杉山氏）キヤノングローバル戦略研究所、杉山と申します。今日は御説明の機会をいただき

まして、どうもありがとうございます。 

  お手元の資料で御説明いたします。タイトル「地球温暖化に日本はどのような戦略で取り

組めば良いか？」ということでお話をします。 

  一つめくっていただきまして、スライドの２です。これはＩＰＣＣ気候変動に関する政府

間パネルがまとめた排出シナリオでして、横軸が２１世紀全体、２０００年から２１００年

まで。縦軸が世界全体の温室効果ガス排出量になっています。幾つかのシナリオが書いてあ

るのですけれども、過去２０００年から２０１０年まで世界の温室効果ガスは、排出量は増

えてきたわけですが、この青い線に沿って、今後大幅に減らしていくということをやると、

２度以下という温度の目標が達成できると。それがパリ協定で２０１５年に合意されたこと

であります。その青い線のとおりに行かないと、ＣＯ２などの温室効果ガス排出量は増える

かもしれない。それがその上のオレンジ色とか紫色とか黒とか、そういったシナリオに当た

るわけです。 

  パリ協定では、この過去増えてきた温室効果ガスをこれから大幅に減らそうということを

合意したと。ただ、これはＩＰＣＣのまとめたこのシナリオを下敷きにしているのですけれ

ども、ＩＰＣＣの方でも、これが決して簡単だとは言っていないと。ここには技術的にも政

治的にも課題がある、チャレンジがあるという言い方をしています。 

  どのようなことが待ち受けているかということですけれども、その次のスライドの３です

けれども、この大規模な排出削減のシナリオというのは、どのような技術的想定に基づいて

いるかというと、ここにありますように、バイオエネルギーとＣＣＳという技術を大量に使

うということを想定しています。そこでは、まず植林をして、木をつくると。それを発電所

に持っていって発電して、そのＣＯ２を地中に埋めると。こういうことをやると、確かに電

気はできるし、それから大気中からＣＯ２が地中にどんどんに入っていくという流れになり

ますので、発電すればするほど大気中のＣＯ２が減るという話になります。これをインドと

同じぐらいの面積か、あるいはそれ以上の面積でやるということを考えると、先ほどのよう

な大規模な排出削減のシナリオを書けるというふうになっています。 

  これは、実際のところはコストも非常にかかりますし、それからそれほど大規模に植林す

るとなると、生物多様性への鬱懐とか、それから食料供給への影響とか、それから社会的な

合意をとることが難しいのではないかと、いろんな技術的な課題が実は山積しているわけで、
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先ほどの大規模な削減のシナリオというのは、決して容易ではないわけです。 

  それから、今のは技術的な話ですけれども、先ほど大規模削減のシナリオは、実は政治的

な課題も大きいと。というのは、こういった非常にコストのかかる技術について、世界全体

で足並みをそろえて実施するということを想定しているわけで、非常にユートピア的な国際

政治環境でないと実現し得ないということです。 

  スライドの４ですけれども、最近特に話題になっていますのが、米中の新冷戦ということ

で、中国の名目ＧＤＰがアメリカに迫りつつあると。アメリカを追い越しそうな勢いになっ

ていると。アメリカは普遍的価値を共有しないままに、中国がアメリカより強大になること

は望まないということをはっきり、このペンス副大統領のスピーチなどで表明しているわけ

です。こういった国際政治状況で、温暖化対策はどうなるかということを我々は考えなけれ

ばならないと。 

  スライド５ですけれども、国際政治の状況によっては、温暖化対策というのは限界があり

ます。ということは、昨年の原子力白書でも引用してありましたけれども、この世界エネル

ギー会議のシナリオでも言及されていて、赤くハイライトしてありますが、国際的な政治状

況が弱ければ、当然高いレベルでの温暖化対策の協調は望めないということになります。 

  では、我々はある程度温度が上がることを覚悟しなければいけないだろうと。それをどう

考えるかということですが、それが次のスライド６です。温度上昇については、まず一つ確

認しておきたいのは、実は温度上昇がどのぐらい起きるかという予測の幅は大きいというこ

とです。ここに書いてあります式は、そのことを象徴的に書いたものですけれども、ＣＯ２

が倍増したとき、産業革命前に比べて倍増したときの温度上昇をここでデルタＴ２掛けるＣ

Ｏ２と書いています。これが１．５度と４．５度の間に入るというのがＩＰＣＣの今のとこ

ろの最新の知見です。しかもこれは６６％以上幅ということなので、この外に出る可能性も

あると。ということで、ＣＯ２濃度をある一定のレベルにとめたとしても、それでどのぐら

い温度上昇するかというのは、このぐらいは不確実性があるということです。 

  パリ協定では、２度を十分に下回るという目標を掲げたのですけれども、これは温度上昇

予測がこの上限の場合でも２度を下回るようにするということに相当します。 

  以上、不確実性の話を踏まえたところで、次のスライド、スライド７ですけれども、様々

なシナリオでどのぐらいの温暖化が起きるかという予測がここに整理されています。ここで

は先ほど四つシナリオを示したのですけれども、その色で分かりやすく表も色分けしてあり

ます。１．６というところに赤い丸がついていますけれども、これは産業革命前に比べて２
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１００年頃までに１．６度の温度上昇があるシナリオだということです。先ほど不確実性が

あると申し上げたのですけれども、それの中央値をとってここでは評価しております。この

１．６というのは２より小さいのですけれども、これはそのパリ協定では十分に下回るとい

ったから、２より低い数字のところになっているわけです。これよりも排出量が多くなると、

１．６度じゃなくて、その下の２．４とか２．８になっていくと。以上の数字は産業革命前

からなのですけれども、既にこれまでに０．８度ほど上昇していますので、その右側のとこ

ろでは、０．８と。１．６度という内訳がこれまでに０．８度、今後０．８度ということで、

ここには０．８度と書いてあります。 

  この温度上昇、ここでは気候感度の中央値をとっているのですけれども、実は、過去の観

測を見ると、そこまで温暖化が進まないのではないかという意見もあって、その場合には、

温度上昇の数字はもう少し低くなるというのが、この表の右側２列になります。 

  この場合、それで温度上昇が１度、２度、あるいは３度となったときに、どのようなこと

が起きるかということなのですが、よく将来のシミュレーションに基づいていろいろ悪いこ

とが起きるという予言をしている人はいます。ただ、これまでに関していえば、どうだった

かということを表でお話ししたいと思います。 

  スライド８ですけれども、過去１００年に、日本は１度温度が上昇しました。これは地球

規模での温度上昇と大体同じです。東京では３度ほど温度上昇しました。これはその地球温

暖化に加えて、都市熱でいわゆるヒートアイランド現象で２度上昇して、合計３度というこ

とです。ここのグラフは気象庁のデータです。そうすると、将来温度上昇したときに何が起

きるかということを考えるには、この過去１００年をよく見てみることが大事だと私は考え

ます。 

  スライド９ですけれども、東京で農業がどうなったかというと、温度が上がって、何らか

の変化はあったとは思われますけれども、ただ農業をやること自身には特段問題がなくて、

言ってみれば３度の温度上昇に適応してきたといえるわけです。 

  それからスライド１０ですけれども、この過去１００年温暖化が起きている間に、水害に

よる被害はどうだったかということなのですが、このグラフは国土交通省のまとめたもので、

戦後昭和２０年代から現在までの水害による死者数が折れ線グラフで左メモリであります。

これを見ると、戦後の三大台風、カスリーン台風とか伊勢湾台風とか、このころは一度台風

が来ると何千人も亡くなるということがありましたけれども、それは近年ではめったにおき

なくなっていると。一貫して水害の被害は減っているわけです。ということは、この間何が
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起きたかというと、防災の能力がどんどん向上してきたと。それのおかげで、水害による被

害者数は大いに減ったということです。 

  この間、この水害が温暖化によって強くなったかどうかということは、それほど顕著では

なくて、はっきりしているのは、防災能力が向上するにしたがって、水害による死者数は減

ったということであります。 

  以上、過去のデータを見る限り、それほど際立った温暖化の被害というものがあるわけで

はないと。ただ、スライド１１になりますけれども、シミュレーションに基づいて、高い温

度上昇を予測して、それによってまたシミュレーションに基づいて、大きな環境影響が出る

という意見の方もいます。そういうときに、可能性は低いかもしれないけれども、重大な帰

結があり得るかもしれない、こういうのを「ブラック・スワン」といいますけれども、これ

があるとすれば、予防原則を適用してリスクを低めると。ＣＯ２を大いに削減すべきではな

いかと、そういう意見があります。 

  ただ、このときに問題になるのは、スライド１２ですけれども、実はＣＯ２を削減する方

にもリスクがあるということを忘れてはいけないということです。冒頭からお話していた大

規模な排出削減というのは、日本でいえばＣＯ２を２０５０年までに８割減らすことに相当

するという方もいます。ただ、そういうことをやるというのは、実は非常にリスクが大きい

話で、他国が協調しないとか、経済損失が起きる。それから製造業が海外に移転する。科学

技術力が喪失される。こういった一連の国力の喪失によって安全保障の環境も悪くなると。

こういったことが起きるというわけで、ＣＯ２の削減の方にもブラック・スワンが潜んでい

ると考えます。 

  そうすると、スライド１３のような考え方になりまして、大事なことはバランスであると。

予防原則というものを適用できるのは、何かこの万全を期する場合であって、トレードオフ

が本質的な場合には、実は予防原則というのは使えないと。というのは、どちらに予防原則

を使うかで、全く結論が変わってしまうからです。ということで、この両者のバランスをと

った温暖化対策というものが求められるわけです。 

  それでは、そのバランスをとった温暖化対策というのはどういうものかということを、こ

こから考えていきたいと思います。まず、スライド１４で、温暖化以前ほかの環境問題はど

うやって解決されてきたかを考えたいと。そうすると、アフォーダブルな技術ができること

が、現実の制約下における環境問題解決の切り札だったということが分かります。例えば自

動車の大気汚染でしたら、三元触媒という技術ができて解決した。それから発電所の大気汚
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染であれば、排煙処理の設備ができて解決したと。そういったわけです。こういった技術は

いずれも一定のコストはかかったのですけれども、事業活動に大きな支障を与えることなく

導入されていったわけです。 

  次のスライド１５ですけれども、実はＣＯ２の削減についても、アフォーダブルな技術が

あれば、それなりに成功しているという場面があります。例がありますけれども、一つがシ

ェールガスで、これはアメリカで石炭火力発電を天然ガス発電で代替して、ＣＯ２を大幅に

減らしました。それから、ＬＥＤ照明は、白熱電灯や蛍光灯を駆逐して、これも電力消費を

削減しました。フラットディスプレーはブラウン管ディスプレーを駆逐して、これも電力消

費を削減しています。こういった具合に、アフォーダブルな技術があればＣＯ２削減は成功

していくわけです。 

  スライド１６ですけれども、似たようなことはほかの場面でも見込むことができるかと。

これは大いにチャンスがあることでして、ここでは例として自動車については自動運転、電

気自動車、シェアリングなどの技術進歩がある。それから工場ではデジタル化で生産性が上

がると。生産性が上がると省エネも進む。それから業務部門では、バーチャルリアリティー

の利用などによって、移動の需要やオフィスの需要といったものは代替できるという可能性

が議論されている。それからもちろん、再エネやＣＣＳについても、それが低コスト化され

ていくような技術進歩というのはあり得ると。こういった技術がアフォーダブルになってく

れば、ＣＯ２削減は可能になるわけです。 

  そこで、そのための戦略ないし政策を考えたいということです。一足飛びに戦略、政策を

考えるのではなくて、このメカニズム、どうやって技術のコストが下がって、ＣＯ２削減に

結びつくかということを、ここから考えていきたいと思います。 

  スライド１７は、いろんな技術のコストが急激に低下していますということを示すもので

す。太陽電池や風力発電、それからバッテリーだけではなくて、シェールガスの採掘技術、

それからＬＥＤとか、それから半導体やＩＣＴ関係の技術、ＭＥＭＳとかセンサーとか、イ

ンターネット。こういったもののコストは急激に下がっているわけです。 

  こういった様々な技術のコスト低減の結果として、スライド１８ですけれども、今、車に

ついては、自動運転と電気自動車とカーシェアリングの三つの革命によって、大幅なＣＯ２

削減が可能ではないかという議論が進んでいます。ここの試算例では、ＣＯ２の排出が８割

削減できるのではないかというふうになっています。 

  スライド１９ですけれども、今申し上げたような自動車、運輸部門に関する変化というの
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は、決して自動車にとまるものではないと。より一般的にいうと、経済全体で、科学技術全

般が進むと。特に、汎用目的技術、ここでは汎用目的技術というのは、ジェネラル・パーパ

ス・テクノロジーといいますけれども、ＩＣＴとかＡＩとかＩＯＴとか化学とかバイオとか、

そういったいろんな目的に使われる技術のことを指しています。こういった技術の急速な進

歩で、経済便益をもたらしつつ、ＣＯ２削減ができるというような可能性があると。大事な

ことは、こういった技術が進むスピードというのは非常に速いと。２０３０年となるともう

何が起きているか分からない。そういったタイムスパンが地球温暖化よりはるかに短いとい

うことが大事です。地球温暖化というのは２０５０年とか２１００年の話をしますけれども、

それまでにはこういった技術進歩は大いに起き得ると。ここに問題解決のチャンスがあるわ

けです。 

  具体的にどんな試算があるかということですが、二つほどお見せします。スライド２０は、

ＩＣＴによって左は運輸部門、モビリティーですね。それから製造業、農業、建築部門、エ

ネルギー、そういったところでＣＯ２を大幅に減らすことができて、世界全体のＣＯ２の４

分の１を減らすポテンシャルがあるんだという試算をしているグループがあります。 

  それから、その次、スライド２１ですけれども、今度は化学です。化学製品の寄与によっ

て、世界のＣＯ２の５分の１を削減することができると。化学製品がそういったことに寄与

できるといったものです。こういった試算は大ざっぱなものであって、それから重複なども

ありますので、それほど厳密なものではないのですけれども、ただ、こういった汎用目的の

技術の進歩によって、大幅なＣＯ２削減が可能になっていくということが理解できると思い

ます。 

  以上の試算の次に、その汎用目的技術がどう進歩して、どうＣＯ２削減に結びつくかとい

うことを、スライド２２でお話ししたいと思います。ディープラーニングというのは人工知

能の技術ですけれども、これはこの神経細胞をたくさんつなぎ合わせて、これに学習をさせ

てものを考えさせると、そういった技術です。これを使って今、下の赤い枠で囲っています

けれども、オフィスの省エネですとか、それから自動運転などを使って、大幅なＣＯ２削減

をすると、こういった可能性が今探究されています。 

  これが、一体どうやって出てきたかというと、こういった温暖化対策というのは、ディー

プラーニングという技術が生まれなければやりようがなかったと。そのディープラーニング

という技術は、温暖化とは全然関係のない文脈で、昔の人工知能を使って、ウエブ上にいろ

んな人がホビー目的でアップしたデータを使って学習して、ゲーム用の演算機を使って最初
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組み立てたということがありました。ということで、ここでの大事なメッセージは、温暖化

対策技術というのは、科学技術全般の進歩から生まれてくるものであると。何もないところ

からいきなり出てくるわけではないということです。 

  同じような話を、今度は風力発電で見てみたいと思います。それがスライド２３です。風

力発電は、このふたをあけてみると、中は実は汎用目的技術だらけですと。発電機やブレー

キ、インバーターもそうですし、変圧器も軸受もそうですと。こういったものは、それぞれ

の産業で発達してきた技術が、風力発電向けにアレンジされて使われていると。それから、

この１番目目立つ羽、ブレードですけれども、これはプラスチックの技術が使われています

が、この強化プラスチックというのは、もともとはレジャー目的で発達したものが、やがて

飛行機を軽量化する目的で使われて、それが今風車の大型化のために使われているという経

緯があります。この強化プラスチックがなければ、風車は今日のように大型化することがで

きなくて、コストは高いままとまっていたと考えられます。ここでも、大事なメッセージは、

科学技術全般の進歩の恩恵を受けて、今日の風力発電があるということです。 

  以上のことをこれから少し、理屈っぽく、理論的にいいますと、スライド２４ですけれど

も、テクノロジーとは何かということですが、これは三つ性質があります。一つ目は新規の

テクノロジーは既存のテクノロジーの組合せで生まれるということです。何かの組合せで新

しいものが生まれるというのは実は生物も同じことでして、テクノロジーは進化するわけで

す。それから、二つ目にテクノロジーには蓄積性がある。すなわち、一度できると消えるこ

とがないと。これが長期的な経済成長の源泉になるわけです。それから三つ目、加速性。進

歩は加速するということで、蓄積が増えて、それから組合せが増えていくということで、進

歩がどんどん加速していくと。この進歩が加速するということは、温暖化問題解決への期待

を与えるわけです。 

  以上のことを少しまたポンチ絵でご説明いたします。スライド２５ですが、横軸が時間で

す。幾つかの技術があって、ここで言いたいことは、既存の技術が組み合わされて、新しい

技術が生まれるということです。これは、あたかも親が子を残していくようである。生物系

に例えると、そのようになります。 

  これを繰り返していくと、スライド２６のようになりまして、様々なテクノロジーがこの

縦に並んでいて、それが横、時間と共に組み合わされて新しいテクノロジーがどんどんと蓄

積され、どんどん発明して、どんどん普及して、また新しいテクノロジーができてる。こう

いった考え方が、複雑系理論の人たちが見ているテクノロジーの平等です。 
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  こういったテクノロジーの進化というものがあるとして、それをどう加速するかと。これ

が大事な政策的な意味を持つわけです。スライド２７ですけれども、生物系について言えば、

進化が急なシステムというのは、ジャングルのように高温多湿なところであると。これに対

して、寒かったり、水がなかったりすると、生物は余りいないし、進化も進まないわけです。 

  これを踏まえて、スライド２８ですけれども、生態系の進化については、今申し上げまし

たように、高温多湿であるということが望ましいと。これとアナログで考えると、テクノロ

ジーの生態系が進化するためには、良好な経済環境があって、企業活動が活発に行われると。

そういったところで、既存のテクノロジーがどんどん組み合わせされて、新しいテクノロジ

ーができる。それがマーケットでテストされるということで、イノベーションが進んでいく

わけです。 

  以上のような、このテクノロジーとイノベーションの理解の後で、過去行われてきた日本

の温暖化対策というものを見てみると。それがスライド２９です。太陽電池に関しては、電

力買取り制度で大量導入されたのですが、６９兆円の追加費用が発生して、太陽電池のコス

トは高どまりのままであると。系統統合の課題も未解決で、日本メーカーは世界規模では敗

北してしまったと。ここは苦い教訓があるわけです。それから、家電エコポイント制度につ

いては、フラットディスプレーに約１兆円の補助があって、しかしＣＯ２削減の効果はなか

った。ここでも日本メーカーは敗北してしまったと。これらはいずれも経済に対する悪影響

も大きくて、再エネ等の普及段階の大量導入というのは、政府の失敗に帰結してきたという

ことが分かります。その一方で、政府の研究開発国プロですね、国家プロジェクト。サンシ

ャイン計画、ムーンライト計画、ニューサンシャイン計画などは、火力発電技術やヒートポ

ンプ技術などの開発に、一定の成果があったというふうに評価されています。 

  以上を踏まえて、戦略と政策をそれぞれ１枚ずつ書きたいのですけれども、一つは戦略で

す。それがスライド３０です。これは二重の迂回戦略という名前を付けていますけれども、

二つの段階で分けて説明します。第１の迂回戦略というのは、スライドの上半分。温暖化問

題を解決したければどうするかと。現在から真っすぐＣＯ２の大幅削減を目指しましょうと

いうことをやると、先ほど申し上げたブラック・スワンというものに遭遇してしまうと。そ

のリスクがあると。その一方で、温暖化対策の技術を進める、イノベーションを起こすとい

うことで、温暖化問題の解決を図っていくと。アフォーダブルな技術をつけることで、温暖

化問題の解決を図っていくと。これが第１の迂回戦略です。 

  その次の第２の迂回戦略ですけれども、この温暖化対策イノベーションということを起こ
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したいときにどうするかと。このときに、再エネ等の大量導入をやると、政府の失敗に帰結

してしまうと。そういうことを起こさないためには、温暖化対策技術というのは、科学技術

全般の進歩の中で生まれてくるという理解に立って、科学技術全般のイノベーションを進め

ていくと。この科学技術全般のイノベーションを進めるためには、活力ある経済というもの

が必要であるということです。これが二つの、二重の迂回戦略という考え方です。 

  これは大きな戦略としてはこうなのですが、ここで政府がやるべきことというのは何かと

いうことを列挙すると、スライド３１のようになります。まず第１に、経済成長とイノベー

ションの好循環を実現すること。これが実は温暖化対策としても大事なことですということ

です。温暖化対策をやろうと思って、これを妨げるような余計なことをしてはいけない。太

陽電池の電力買取り制度による大量導入というのは、これの失敗例だったわけです。それか

ら２番目、政府の役割の２番目ですけれども、基礎研究と技術開発への投資をすると。これ

は温暖化対策技術についてもそうだし、科学技術全般についても言えることです。それから

三つ目ですけれども、科学技術全般のイノベーションに合わせて制度を改革すると。これは

技術がどんどん急激に変わっていきますので、既存の法や規制が邪魔になる場合もある。そ

れから、新しい法や規制が必要になる場合もあると。ということで、時代遅れになる前にや

らなければいけないと。これは政府しかできない、政府がやるべき仕事であります。それか

ら四つ目、アフォーダブルになったＣＯ２削減策を実施に移していく。これは十分安くなれ

ば自動的に導入されるようなフラットディスプレーなどの例もありますし、それから、一定

の政策環境の整備が必要な場合もある。こうやって並べてみると、以上は完全に一般論なの

ですけれども、原子力発電の役割というのを最後に書いてありますが、もちろんＣＯ２を出

さない発電技術であるということは当然なのですけれども、それ以上にというか、それに負

けないぐらいに安定かつ安価な電力供給をすることと。これによって経済成長とイノベーシ

ョンの好循環というものを下支えすると。そういったことが大事であります。それから、こ

の四つ目ですけれども、原子力発電は正にアフォーダブルであるＣＯ２削減策ですので、こ

れがきちんと実施されていくと、そういった事業環境というものを整えていくというのも、

大事な政府の役割だと思います。 

  以上でして、最後、スライド３２と３３は引用文献でありまして、引用文献について余り

詳しく書けていないのですけれども、スライド３３で、そちらを見ていただければ、更に詳

しく引用文献の解説を含めて今日の御説明の内容についても議論してあります。 

  私からの御説明は以上です。どうも、御清聴ありがとうございました。 
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（岡委員長）ありがとうございました。 

  それでは質疑を行います。佐野委員からお願いします。 

（佐野委員）杉山さん、どうも御説明ありがとうございます。テクノロジーに解決の道を求め

るという大変興味深いお話を伺いました。特にこの二重の迂回戦略、汎用技術とイノベーシ

ョンの辺りは大変共感するところが多いです。地球温暖化問題を私なりに解釈すると、基本

的には地球規模の外部不経済を経済に内部化するためのコストをどのように分担していくか

とう議論がこれまで主だったと思います。それを国際的に見ますと先進国と途上国でどう分

担するかという問題があり、京都プロトコルでは、先進国（ＥＵ、アメリカ、日本、８％、

７％、６％）が法的拘束力を伴って負担することになった訳です。 

  ところが、よくみると、中国などの新興国や途上国がいる中で、いかに彼らをステージに

上げるかという議論が行われてきて、その結果がパリ協定になったと考えます。つまり、法

的拘束力は無いけれども、パリ協定は、新興国や途上国も巻き込んでいこうという国際分担

の話なのだろうと考えます。また、この問題は、例えばグローバリストの立場に立つか、ス

テイティストの立場に立つかで随分違ってくると思うのですけれども、グローバリストの立

場に立つと、これはもう地球全体の社会・経済問題なので、みんなで解決してコストを分担

していくべきだとなります。他方、ステイティストの立場に立つと、いやいやそうは言って

も、自国の国際競争力や雇用問題も重要だし、経済成長も重要ですとなります。恐らくこの

両方をいかにバランスをとっていくかという問題なのだろうと思いますが、今の技術水準を

前提としたスタティックな議論に終始しているんじゃないかと思うのです。そこに技術とい

う要素を入れてダイナミックに考えようというのが恐らく杉山さんの議論なのだと思います。

その中でも技術には汎用性のある技術と、今後新しいイノベーションを起こしていく技術が

あり、それを促進するために政府としてどういう環境整備が必要かと、こういう議論なのだ

ろうと思います。それはすごく重要な視点で、今までの気候変動問題を考えるときに、深く

考慮されてこなかった問題なのだろうなと思いますが、それはやはり理由があって、イノベ

ーションはそれがもたらす結果を予め予見できない訳で、２０５０年までにこういうのがで

きますという、確実な予測が不可能なわけです。そういう不確実な中で、どうしても今持っ

ている可能な技術で予測し、ＣＯ２を削減する場合どう分担するかという議論になるわけで

す。また、その技術は恐らく先進国が一番進んでいるわけですから、先進国がその技術開発

を負担し、仮に汎用性の技術だとしても、知的財産権の問題が出て、途上国にコストを払っ

てもらって技術を移転するのか否かという問題も出てくる訳です。総じて、杉山さんがおっ
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しゃっているような、汎用性のある技術、それからイノベーションを起こしていくというの

は本当に重要で、そういう点をもっとこの地球温暖化の議論の中に持ち込んでいくべきだろ

うと考えます。 

  そういう理解のもとに幾つか質問させてください。第一は、ＣＣＳは技術的には確立して

いると思うのですが、コストの面でどうなのでしょう。つまり、化石燃料を燃やしたＣＯ２

をＣＣＳで閉じ込めていく、そのプロセス全体で見た場合の経済性がどうなのか。また、こ

れを技術移転する場合、先ほどの知的所有権の移転の問題を考えた場合、途上国に普及する

可能性はどうでしょうか。それから第二に、スライド２９でＰＶの追加費用が６９兆円とあ

りますが、これは賦課金だけだとそれ程にならないと考えますが、その内訳はどうでしょう

か。この６９兆円の内訳を教えていただきたいと思います。 

（杉山氏）ありがとうございます。それでは、後の方の追加費用６９兆円の話ですけれども、

詳しくはこちらの文献の朝野さんの論文を見ていただければ正確なのですけれども、私の理

解では、賦課金で大体２０３０年までの数値目標を達成するための累計。 

それから、もう一つのスライド３の方で、ＣＣＳのコストですけれども、このバイオマス

を考えなくても、化石燃料でＣＯ２を回収して、地中に貯留するというだけで発電コストは

倍になるというのが言われている相場感です。これをバイオ燃料でやると、もっとコストは

上がりますということになります。 

  それから、知財、あとその技術の段階ですけれども、実証プラントがあるという段階であ

って、大きく商用で動いているというものは今のところないです。ただ、これから割と近い

将来に出てくるかもしれないと思われます。 

  それから知財に関してですけれども、火力発電技術とか、そういうものについては余りこ

れまで知財が障害になったということはありません。全体のコストに比べると、知財に関す

るコストというのはそれほど大きくないと。よく知財で問題になるのは、医薬品などは、知

財に関する支払いが非常に大きくて、開発途上国に技術が移転できないということはよく言

われますけれども、こと発電技術に関しては、トータルのコストに占める知財のコストが大

きくて障害になったということは、これまで起きていないというふうに理解しています。 

（佐野委員）ありがとうございます。 

（岡委員長）中西委員、いかがでしょうか。 

（中西委員）どうもありがとうございました。非常に広範に広いところからいろいろ教えてい

ただきまして、非常によく分かりました。地球温暖化が始まったことは事実なのですが、今
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回の説明はＣＯ２に非常に重きを置かれて、なるほどなと思うのですけれども、例えば私、

８ページの日本全体での温度の上がり方と、都市部で全然違うわけですよね。これはＣＯ２

だけじゃないような気もするので、どこかに帰結する場合は、もっといろんな原因があるの

で、そこら辺をもう少し、今回余り時間がなかったのですけれども、深掘りしていただける

と有り難いなと思いました。 

  それから、あといろいろどうすれば温暖化になるので、それを対策としてどうするかとい

うのは、もちろんそういうのも大切なのですが、もうちょっと積極的にとらえて、省エネ技

術をどうやって大きくしていくかとか。例えば日本はかなり省エネ対策で成功してきたとこ

ろがあると思うので、その技術をどう生かすかということについても。また、実は昨日スウ

ェーデン大使館でいろんな話を聞いたのですけれども、セラミックスを使った半導体の話な

のですけれども、例えば、これからＩＯＴですか、ＩＴとか非常に盛んになっていくと、ア

メリカが使っていくエネルギーの四、五％がそれに既になっていると。日本は１％台だと。

ですからどれだけ省エネのものがつくれるかというのは、一つの鍵だというようなことで、

その研究をされている方のお話だったのですけれども、非常に科学技術といっても、いろん

な科学技術があると思います。例えば、京コンピューターはものすごく電力も必要ですし、

温度も上がったりとかいろいろあると思うのですけれども、こういうところ、これに足す技

術で汎用性のあるというのももう少し、今回は全体の話なのですけれども、深堀りできるん

じゃないかなと思って聞かせていただきました。 

  また、一つだけつけ加えさせていただきますと、１０ページの水害による死者数の激減と

いうのは、これは調べればすぐ出てくるのですけれども、植林の効果が出てきていますね。

昔は広島から見た写真とかみんなはげ山なのですね。科学技術といっても、ローテクと言っ

たら変ですけれども、そこら辺も効くのかもしれないですし、対策という点ではそこも大切

かもしれないのですが、科学技術で何とか省エネの技術をもうちょっと膨らませたいという

ところも少しあってはいいんではないかと思いました。ただ、全体的に非常によくまとめら

れていて、私も賛成するところは大いにありました。どうもありがとうございました。 

（杉山氏）それではご質問にお答えします。 

  東京で３度温度上昇しているのが、日本全体の温度上昇が１度。あとの残りの３引く１の

２度は何か、これは都市熱ですね。建物がコンクリートやアスファルトが熱を吸収したり、

それが多くて、あとはエネルギーこの辺でいっぱい使っていますから、それもあります。た

だ重要なのは、コンクリートがやっぱり熱を蓄えているということです。ここで申し上げた
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かったのは、過去３度の温暖化、１００年で３度って結構急激な温暖化を我々経験したわけ

ですから、ここからもっと何が起きたかを学ぶべきだ。私いつもこれを言っているのですけ

れども、温暖化の研究者は将来のシミュレーションをする人はすごく多いのですけれども、

過去１００年これだけあったから、それをもっと調べた方がいいですというのが私のメッセ

ージ。そこで本当に困ったことがあったのだったら、それは備えなければいけないというこ

とだと思います。 

  それから、防災のところ植林の効果があった、おっしゃるとおりだと思います。この間、

温暖化による被害の増加というのはあったかないかというのは、ほとんど検出不可能なぐら

いなのですけれども、主なメッセージは、きちんと防災を手はずを打っていこと、それは植

林も含めてですが、それを継続していくことで、水害というのは大幅に減ったということで

す。過去１００年の改善も、１度温暖化が起こる中で起きたことなので、将来についても、

温暖化するのであれば、それに対して一定の備えは必要だとは思うのですけれども、結果を

悲観する必要はないだろうというふうに私は思っています。 

（中西委員）ちょっとだけつけ加えておきますと、都市部で温度がヒートアイランド現象で上

がったというときに、昔の環境研で試算がありまして、２３区内のビルの屋上に植物を植え

ることができれば１度は防げただろうという試算はございます。大分昔のデータでございま

す。 

（杉山氏）ありがとうございます。 

  あともう一つ、省エネルギーの技術ということですけれども、今日は本当に大きな一般論

のところでした。個別具体的な話を始めると省エネの技術というのももちろんあるのですけ

れども、一つ気になっていることは、日本で省エネの技術開発ということを政府の方と話し

ていると、それで日本国内でどのぐらい省エネできるのですかという話が割と始まりやすく

て、そうではないのですと。世界で通用するような省エネ技術をつくらないと余り意味がな

いですよと。過去日本は省エネのレベルはどんどん上がってきたのですけれども、結局家電

業界は国際的なマーケットというのは、過去２０年失い続けてしまっているわけですね。日

本国内でいいものをつくればそれで外で売れるかというと、決してそうではなかったと。で

すから、省エネの技術開発というのも、決して日本で閉じるのではなくて、本当に世界中で

それを使うような、そういった技術開発をやった方がいいというふうに思っています。 

（中西委員）ありがとうございました。 

（岡委員長）ありがとうございました。大変示唆に富んで、幾つも重要な点を指摘していただ
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いきました。しかも論理的で大変印象深いのですけれども、幾つもあって、これをいかに白

書で使わせていただけるかなと思って、さっき中西先生御質問あった将来じゃなくて過去か

ら学べというようなお話とか、あるいはブラック・スワンというのですか、トレードオフが

本質の場合、これは使えないんだというようなお話とか、あるいはイノベーションのところ

も、既存の技術の組合せであるというようなお話とか、あるいは最後に二重の迂回戦略です

か。幾つも重要なことをおっしゃってくださっていて、また後で本で勉強させていただいて、

参考になるところは引用させていただきたいと思います。 

  幾つも質問がございまして、やっぱり再生可能エネルギー固定価格買取の累積予想額の６

９兆円がすごく気になるのですね。日本は国民が国に依存していますので、国民の負担が増

えるということに対して余り感度がないといいますか、でも６９兆円は、ちょっとこれはと

んでもない額だと思っておりまして、質問は本当に増えるのですかと。要するに、今再生可

能エネルギーの電気代として払っている分は、私の自宅ですと１万円ちょっとの電気代で１，

３００円ぐらいですけれども、これは今６９兆円のうちのどの部分の、１０兆円ぐらいのレ

ベルなのか、まだこれから数倍増える可能性があるのか、これはもうえらいこっちゃなと思

うのですけれども、これはどういうことでしょうか。 

（杉山氏）また、私これデータもらってきているということで、厳密には文献の朝野さんの論

文を見ていただければと思うのですが、ただ、私の理解では大ざっぱに言うと、今現在年間

３兆円ぐらい賦課金というのは日本全体でありますと。これが今後４兆円ぐらいまで上がっ

ていくでしょうと。４兆円で２０年弱積み上がれば７０兆円ぐらいになりますから、大体の

概算としてですね。 

（岡委員長）今は３兆円ぐらいまで来ていると。年間４兆円ぐらいでずっと払い続けなきゃい

けない、そういうイメージ。分かりました。 

  そのほかにも幾つもあるのですが、もう一つは気候感度のところで、６６％幅があると書

いてあるんだけれども、私は炭酸ガスで赤外線が遮蔽されるから温暖化するというのは分か

るのですが、非常に定性的ですよね。そうすると、気候感度といいますか、４．５度ぐらい

のことであれば、３度上がっているから、そんな大したことじゃないのかなというか、そう

いう気もするのですが、そういうことではないと。あるいは質問の仕方が悪いのかもしれな

いですが、定性的な話の例として、これできますよという話で、サイエンティフィックで定

性的にできると言っている話がある。その次に技術的にできますよという話が来るのですね。

必ずつくれますとか。だけど実際は死の谷があって、経済的にアフォーダブルにならないと
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使えないということがあります。今この温暖化の問題というのは、それと比べればどのよう

なところか、技術開発の話じゃないから、例えるのはよくないかもしれないですけれども、

３つのできるの何処にいるのかという御質問です。 

（杉山氏）このスライド６の話だと思うのですけれども、ここで言っているデルタＴ２掛ける

ＣＯ２というのは、産業革命前に比べてＣＯ２濃度が倍増したときということです。産業革

命前が２８０ｐｐｍぐらいで、それが５６０ｐｐｍになったときに温度がどのぐらい上がる

かということで、これが１．５と４．５の間と随分広くて、しかもその外かもしれないとい

うのが最新の知見。何でこんなに幅が広いかというと、これは２段階あるわけで、一つがＣ

Ｏ２が地上からの赤外線を吸収するという効果で、これによる効果が１．２度です。残りが

幅がすごく大きくて、これから１．２を引くと０．３から３．３度ぐらい。なぜこんなに広

いかというと、これは温度がＣＯ２のせいで１．２度上がった結果として、水蒸気の量が増

えて、その水蒸気が増えたことで、今度は雲ができて、それでどのぐらい温度が上昇するか

というところが人によって全然違う答えが出てくるので、ここの幅が大きくなっているとい

うことです。これ幅というと、何か工学的な信頼区間のようなイメージになってしまうので

すけれども、実はそうではなくて、いろんな人が言っている試算、いってみれば意見の幅が

こうなっているということです。 

  ということで、よく温暖化の科学は決着したという言い方をする人がいるのですけれども、

決着しているのは、符号がプラス、つまりCO2濃度が増えると温度が上がるよというところ

までは決着しているのですけれども、特に水蒸気や雲の効果がどのぐらいになるのかという

ことについては全然決着していない。このぐらい不確実幅は大きいということです。 

（岡委員長）あと、ブラック・スワンのところなのですが、さっきの話とも関係するのですが、

何を御質問したいかというと、温暖化って目標ってよく言われますけれども、実際は国が決

めるコントリビューションなのですね。だから、目標って言い方、実際達成しないといけな

い目標ではなくて、私の理解は、ナショナル・ディターミンド・コントリビューションとい

うのが英訳ですから。ただ日本人はそれを勝手に目標と訳してしまって、しかも日本が達成

しなくちゃ全体が失敗するみたいなイメージになっているのですけれども、実際データをよ

く見ると、世界の１次エネルギーの中のリニューアブルと原子炉を合わせたら１５％ぐらい

しかなくて、８５％ぐらいは化石燃料ですよね。物すごい１次エネルギーでいえば削減にな

ると。ですから、何が質問したいかというと、これも日本の方が国への依存という問題と密

接に関係してしまっていて、実際、基本的考え方の参考資料にも書いてあるのですが、韓国
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の目標というのは基準が違いますよね。韓国はＧＤＰ当たりで少し伸びていくけど、そのう

ち伸びはキャンセルして減らしますとか、たしか中国は基準が違って日本みたいな目標じゃ

ないと。各国それぞれしたたかにやっているところを、日本は国民が非常に国に依存してい

いんだ、いいんだみたいな感じになってしまうと、これはおっしゃっている日本の経済的な

破綻といいますか、どうしても国民の負担は増える。あるいは国庫の債務が増える。日本の

財政破綻の問題も先に出てくる可能性だってあるのですけれども、そういう点で非常に心配

なところがある。その辺りが余り国民がよく分かっていないなというのが私としては非常に

心配なのですけれども、これは原子力の問題じゃないのですけれども、原子力とも共通する

部分がございます。 

（杉山氏）パリ協定の数値目標の話は、今回ちょっと省いてしまったのですけれども、何が起

きたかというと、オバマさんが自分のレガシーとして、任期８年の最後の人類へのプレゼン

トとして成し遂げたかったというのがパリ協定で、そのために中国に対しては大変な譲歩を

して、アメリカは絶対量で２６％、２８％減らしますと言ったのですけれども、中国は、原

単位で減らせばいいとした。ＧＤＰ当たりのＣＯ２排出量を減らしますということです。こ

れはアメリカには結構コストを伴うけれども、中国は実はコストを全く伴わない目標だとい

うふうに理解されています。それにもかかわらず、オバマさんがパリ協定を欲しかったので

すね。やることを自分の使命だと考えてやっていたと。その相場感で日本も数字が横滑りし

てきて２６％になったというのが実態だと思います。 

  先進国はみな、２０１５年の末のときには、アメリカもヨーロッパも温暖化対策に非常に

前向きな形だったので、日本もそれと歩調をそろえて数値目標ができた。おっしゃるように、

これ数値目標と訳すのは実は適切ではなくて、ナショナル・ディターミンド・コントリビュ

ーションですから、国別の自主決定貢献にすぎないので、しかも決して法的拘束力もないの

で、それを達成しないからといって、どんな罰があるというわけではないと。ただ、日本で

はこういう数字ができると、やっぱりそれに対しては皆さん真面目に取り組むという傾向が

あるのは、そのとおりだと思います。 

  つけ加えると、ということでアメリカが大変に中国に対して譲歩する形でつくったのがパ

リ協定で、米中新冷戦が始まってしまって、今後、これと同じような形で米中が合意すると

は私には到底思えないということです。 

（岡委員長）ありがとうございます。 

  あと、先週フランスに行っていまして、フランスの中長期エネルギー計画が今週発表にな
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るのですけれども、多分そこに書いてあると思うのですけれども、再生可能エネルギーを非

常に多量に入れようとすると、結局ガスタービをン増設して、温暖化ガスが増えるから、原

子力そんなに減らせないのという話になりそうな感じなのですけれども、だから再生可能エ

ネルギーを急激に入れるということをやると、経済的なことだけではなくて、温暖化を至上

主義にしている方にも非常にマイナスが出る。安定した供給ができませんので、結局発電で

きないときに、何か補わないといけないとなると、ガスタービン発電して温暖化ガスも出る

ことになる。 

  それからもう一つは、さっきから話のあったコストの問題があって、これはどういうふう

に見たらいいか。要するに、制度的に再生可能エネルギーを入れているところと、今みたい

にガスタービンで補っているコストもかぶっているところもあって、それを実際どうなのだ

と。何か建設コストというか、機器のコストが下がっているよという話は、例えば洋上風力

のコストが下がりましたと。そういうのはよく出てくるのですけれども、実際のところは、

オーバールールでどうなのかというところをよく勉強しないといけないなと思っているので

すけれども、その辺りはいかがでしょうか。 

（杉山氏）機器のコスト、太陽光パネルのコストが下がっているとか、風車が大型化でコスト

が下がっているという話は本当だと思います。ただ、それを何と比べるかというのが大事で、

これは状況にもよるのですけれども、大抵の場合はアボイディッドコストとして、再生可能

エネルギーで正当化できるのは、火力発電の燃料をたき減らした分だけだと思います。そう

すると、実はまだ再生可能エネルギーのコストは下がっているとは言うけれども、十分に下

がっているとは言い難い。今なお割高だというのが大半の状況だと思います。 

  これまでは、いろんな形で再生可能エネルギーというのは優遇されてきたと。規模が小さ

いうちはそれでもいいのですけれども、余り大規模にやるとそれが電力料金全体、国民経済

全体への負担となるので、適切ではないというふうに考えます。 

  再生可能エネルギーの本当のコストというときには、二つ考え方があって、機器のコスト

が下がっているというときには、それと比較すべきは火力燃料をたき減らした分。そうでは

なくて、発電コストをほかの発電のコストと見比べたいというときであれば、再生可能エネ

ルギーをバックアップするための設備のコストとか、送電線を増強するコストとか、そうい

ったものもみんな見ていかなければいけないと。今、そういうふうにエネルギー基本計画の

方も考え方はなってきていると思います。 

（岡委員長）ありがとうございます。 



－25－ 

  あと幾つもあるのですが、最後のページ３１に、技術開発に投資すると書いてあって、こ

れはこのとおりかもしれないのですが、逆に投資することで、市場に向けた努力が弱くなっ

て、なかなか世界の競争環境で戦えていないと。さっき電気製品の話がございました。この

辺りの考え方はお金だけで何かするというものでもないよというようなことはお役所にも申

し上げたりしていて、いろんな制度とか考え方とかやれることいっぱいあるんじゃないです

かと申し上げるのですが、技術開発で投資をするというのも、これは必要なのだろうけれど

も、観点をちょっと加えないといけないんじゃないか。例えば、私の感じは、やはり国民の

負担とか、国民の経済とかそういう視点が例えばフランス政府でも、英国政府でもちゃんと

強く政策に出てくるけれども、日本はお金で支援するという、ちょっと言い方があれですけ

れども、そういうところが少し強過ぎるかなというふうに思うのですけれども、これをもう

少し政策論としてうまい言い方はできないのかというのを常に考えているのですけれども、

キヤノンにはたくさんの論客がおられますけれども、何かそういう政策論の参考になるよう

なことございますでしょうか。 

（杉山氏）なぜ政府が技術開発に投資をしなければいけないかという議論としては、たまたま

最近ノーベル経済学賞になったローマーとかいますけれども、私企業がぽつねんとあってそ

れが技術開発に投資するということをやると、技術開発というのは１回成功すると経済全体

に行き渡って、社会全体、みんながハッピーになるものだから、受益者は社会全体だと。だ

けど、１企業でコストもリスクもみんな負うとなると、これはやることはやっぱり限られて

くると。だから、政府がそういった研究開発投資をする企業を助けるという意義があると。

これが専有可能性の議論というのですけれども、英吾ではアプロプリアビリティの議論とい

います。これが政府の技術開発への投資を正当化する方の議論で、ただ逆に、それはいわゆ

る政府の失敗になることがあります。その政府の持っている知見とか、あるいは責任を負う

人がいるかどうかとか、そういった観点からすると、政府が技術開発にお金を出すのは、む

しろ不適切で失敗することが多いんだと言っている論客もいると。大きくはこの二つですね。

専有可能性の観点から技術開発やるべきだという人と、いや政府の失敗があるからやるべき

ではないと。個別具体的にどうかということで言うと、やっぱり政府が研究開発に投資して

よかったねというものもあるし、いやこれは明らかに失敗だったねというものもあって、こ

れは理論的にはどっちともはっきりとは、両方可能性があって、事例で見ていくと、成功し

たもの、失敗したものはあると。そのぐらいまでは今申し上げられます。あとは結構具体例

にしかならないかなという気がします。 
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（岡委員長）ちょっと私も考えを申し上げると、一つはイノベーションというのは物だけでは

なくて、やっぱりインフラといいますか、知識基盤、人と知識の体系とその見解、設備とい

いますか、それには投資はできるんだろうと。それから、その中で研究開発機関とメーカー

と産業界が情報交換して、何か主要ニーズに向かって努力する仕組みをつくればいいのかな

ということだと思うのですけれども、やはりどうしても産業界の方は研究費獲得のことが頭

にありますので、そこをどういうふうに生かすか。もう一つは、イノベーションのところで

もお話あったのですけれども、実は過去には死の谷といいますか、イノベーションのこのダ

イナミクスの過去の経験を余り参照しないで、また同じ失敗を繰り返すんじゃないかなとい

うか、原子力開発の場合は私自身は専門家なので、あるいは分析をしてそう思うことがある

のですけれども、過去の経験からちゃんと学ぶと。同じ例でなくても、イノベーションダイ

ナミクスという本もあって、結局おっしゃっているように、既存の技術プラスアルファ、風

力発電でいうと、既存の技術プラスカーボンの羽根という、そういう組み合わせでイノベー

ションが来るんだ。そういうふうな、どの産業についてもそういう整理ができていて、例え

ばタイプライターから電子タイプライター、ワープロ、何とかかんとかとそういう分析も、

もう歴史的な名著もありますので、それをそれぞれの分野で当てはめて、それを省庁にフィ

ードバックをして、同じ失敗をしないようにというようなことはもちろん我々の役割として

はあり得るんだと思ってはいるのですけれども。 

  イノベーションのところは、私自身はそんな感じなのですけれども、何かつけ加えられる

ことございますか。 

（杉山氏）私、原子力技術開発に関しては今日は詳しく申し上げられない、余りよく知らない

というのもありますけれども。ただ、ほかの太陽電池とか風力とかここで出てきたような話

でいえば、リアルな本当のマーケットが連鎖していて、そこで少しずつ技術が鍛えられてい

くと、製造技術もその性能も上がっていくということが結構共通の特徴としてあって、それ

を強引に政策で変えようとしても余りうまくいかないというのは、余り大量に太陽電池投入

しようとしたらうまくいかないということだと思います。さっきの風車の話だとプラスチッ

クがあって、いろんな用途、レジャーとかでどんどん使われて発達しました。太陽電池もも

ともと灯台用途だとかソーラー電卓だとか、結構堅実な路線を行っていたのですけれども、

ちょっとここにきてフィードインタリフに振り回されてしまったようなところがあるかなと。

そういう具体的に見えるマーケットで一つ一つやっていくというのが一番安定すると。とい

うのは、政策的に何か導入するといっても、政策って結構ぶれやすいので、ブーム・アン
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ド・バストで太陽電池も会社ができたり潰れたりして、これで果たして技術進歩に本当にい

いのかというのは疑問なところがあります。 

（岡委員長）もう一つは、ちょっと原子力の問題もあるのですけれども、自由化といいますか、

経済が自由化している状態と、長期投資がなかなかしにくい状態。これは別に原子力に限ら

ず、こないだのＦＩＴでも太陽光に偏ってしまうと。要するに、設備費が少なくてすぐつく

りやすいものに偏ってしまったという構造になっていて、この辺りと自由化の問題と投資の

問題というのはまた別の問題として、非常に大きな問題、特に原子力の場合はあるのですけ

れども、これは直接温暖化とは関係ありませんけれども、イギリスは再生可能エネルギーと

原子力に対して固定価格等をやっていますけれども、そういうものを制度化する理由は幾つ

かあって、温暖化問題もあるし、それから長期に安価に国民に電気が供給されればそれで適

切な政策なのだということになると思うのですけれども、その辺り、何か御意見とか示唆と

かございますか。 

（杉山氏）それはやっぱり国のために安定安価な電力供給をしますというときと、その考え方

をするときと、あと私企業が資金調達して短期的に儲けましょうという話は、全然将来に対

する割引の考え方が違いますので、ですから国として安定安価な電力供給をするという制度

を原子力のためにつくるのは、それは当然のことだと私は思います。それが自由化のもとで

私企業任せだと進まないということであれば、それは国が手当てしなければいけないと思っ

ています。 

（岡委員長）ありがとうございます。 

  先生方、ございますか。どうぞ。 

（佐野委員）一つだけ、基本的な質問なのですけれども、京都議定書の中で排出量取引とかＣ

ＤＭがありましたね。あれはもう事実上なくなっているのですか。それともある程度、議論

は出ているのですか。 

（杉山氏）京都議定書の排出量取引とクリーン開発メカニズムＣＤＭに関しては、まだ制度上

はひょっとしたらゾンビのように残っているかもしれない。 

（佐野委員）排出権取引もありましたね。 

（杉山氏）ただ、非常に人気がなくて、ほとんどみんな忘れ去っているというのが実態だと思

います。何が起きたかというと、京都議定書ができた直後は、排出量取引というのはどの国

もやるものだと思っていたと。ところが、国というのはいわゆる経済人ではないわけですね。

経済人の仮定というのを置くと、みんな利益を最大化するために排出権を取引するはずだっ



－28－ 

たのですけれども、実際はどこの国もそんなことはしなくて、むしろ、ポリティカルに排出

権を売ったりすることを不名誉と考える、買うということは国内を説得できないとか、そう

いったことの方がはるかに上回って、当初にみんなが思っていたようには、排出量取引制度

は全く動かなかった。 

  ＣＤＭに関しては、結局投資の大半は中国に偏ってしまった上に、あれはいわゆるベース

ラインを引いて、それに比較してＣＯ２減った減らないという話をするのですけれども、結

局そこがもとから神学論争でそんなの無理ではないのと言っていたところに、かなり甘いベ

ースラインの引き方がされるようになって、大量にＣＯ２のクレジットはできたのですけれ

ども、それを余り本物のクレジットだとはみんな思っていない。そんなような状況で、大量

にクレジットは発生したけれども、余っているという状態だと認識しています。 

（岡委員長）炭素税のお話というのはないですけれども、これは放っておくとこういう方向に

動く可能性は、日本の政府状態では非常にある可能性があって、しかし、例えば既にＦＩＴ

でやっているのは、もう炭素の価格にしたらすごく高いとかいう、１０倍以上高いという話

もあって、あるいは炭素税自身が余り効果がないんだという話もあって、この辺りは話をさ

れていないのは、そういうものじゃなくて、やっぱりイノベーションでということかと思い

ますが、炭素税に関する御意見はどんな感じなんでしょうか。 

（杉山氏）日本の現状であれば、私は入れない方がいいと思っていて、なぜかというと、日本

のエネルギーの価格というのはもう十分に高くて、エネルギー集約産業というのは中国とか

あちこちにあって、そういうところから物を買っている状態です。 

  もしも、日本のエネルギーの価格が海外に比べて十分に低いというのであれば、炭素税考

えてもいいかもしれないですけれども、もう既に十分高くて、高い理由が単に技術的に高い

とか資源の賦存状況で高いというだけではなくて、政策的にも、ＦＩＴもそうですし、それ

からいろんなエネルギー税もかかっていて十分高くなっている。そういったものをみんな清

算して環境税を考えるというのならまた話は別になるのですけれども、実際には、そういう

のを清算しようという話にはなりそうにはなくて、今あるものの上に更に環境税という話に

なりそうなので、そういうことであればやらない方がいいだろうと。決して環境税自体を原

理的に反対するというわけではないのですけれども、今、既に日本のエネルギー価格がいろ

んな理由により高くなっているところに持ってきて、更にそれを高くするのは賛成しないと

いうことです。 

（岡委員長）ありがとうございます。ほかに御質問ございますでしょうか。 
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  ほかにも幾つかまだいろいろ伺いたいことがあるかもしれないのですが、大変詳しいお話、

ありがとうございました。 

（杉山氏）どうもありがとうございました。 

（岡委員長）それでは、議題３は以上です。 

  議題４について、お願いします。 

（笠谷参事官補佐）議題４はその他でございます。今後の会議の予定について御案内いたしま

す。 

  次回、第４２回の原子力委員会の開催につきましては、開催日時は来週１２月４日火曜日

の１０時から１２時、開催場所は８号館５階共用Ｃ会議室、議題は調整中でございます。議

題につきましては、後日、原子力委員会ホームページ等の開催案内をもってお知らせいたし

ます。 

（岡委員長）ありがとうございます。 

  そのほか、委員から何か御発言ございますでしょうか。 

  それでは御発言ないようですので、これで本日の委員会を終わります。ありがとうござい

ました。 

 


